
【申請にあたっての注意事項】

・ この用紙は、定時決定にあたり、４、５、６月の報酬の月平均が産前産後休業を開始した日の属する月以前の直近の継続した期

間の標準報酬月額の平均を２等級以上下回る場合に届け出ることができます。

・ 産前産後休業を開始した日の属する月以前の直近の継続した期間が12か月に満たない場合は対象となりません。

・ 雇用保険法の適用対象となる組合員については、同法に規定する育児休業給付金が支給されるため、保険者算定の対象となりま

せん。

・ 産前産後休業又は育児休業等期間中は掛金が申し出より免除されますが、当該期間終了後、産前産後休業終了時改定等が行われ

るまでの間は、本保険者算定による標準報酬に基づき計算された掛金が徴収されることに留意してください。

【共済クラウド対応】
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　４月から６月までの間において、地方公務員等共済組合法第４３条第１４項に規定する産前産後休業を取
得することから、地方公務員等共済組合法第４３条第５項及び厚生年金保険法第２１条第１項の規定による
定時決定の算定方法によると、産前産後休業を開始した日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の
標準報酬の月額の平均額（以下「年平均額」という。）により算出する方法より、標準報酬の等級について
２等級以上下回るため、地方公務員等共済組合法第４３条第１６項及び厚生年金保険法第２４条第１項の規
定により、年平均額を報酬月額として、標準報酬を決定することの希望を申し出ます。
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